
 

  令和３年１月８日 

 

 湯河原町立小・中学校 

保護者の皆様 

 

   湯河原町教育委員会教育長 

 

   新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知） 

 

 日頃より町立学校における新型コロナウイルス感染症対策について、保護者の皆様のご

理解ご協力をいただきありがとうございます。 

最近の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和３年１月７日（木）に国における

緊急事態宣言が出され、会食や外出の自粛等、様々な要請がなされました。 

町立学校においても、感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減するため、一層の感

染症対策を講じてまいりますが、各ご家庭におかれましても、再度徹底していただきます

ようお願いいたします。 

 

 〈各家庭における感染症対策及び健康管理〉 

   小学校及び中学校については、家庭内感染が大部分であるといわれています。 

  各ご家庭におかれましても、次のような感染症対策の徹底をお願いします。 

 

  ・毎朝、家庭での検温及び健康観察を行ってください。 

  ・マスクの着用と手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。 

  ・発熱等の風邪症状が見られる児童生徒については自宅で休養するようにしてくださ 

   い。児童生徒本人のみならず、同居の家族の方についても健康状態を確認するよう 

   にお願いします。家族に風邪症状がみられる場合も登校させないようにしてくださ 

   い。 

   ※発熱や咳、体の強いだるさ等で登校できなかった場合や、基礎疾患等のある児 

    童生徒が感染予防のために欠席する場合等、保護者の意向により感染予防のため 

    に欠席する場合においても「欠席」の扱いにはなりませんので、学校にご相談く 

    ださい。 

  

  問い合わせ先 

  教育委員会事務局学校教育課 

  電話番号 ６２－１１００ 

      

 

 


